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日 時 令和７年２月１７日（月）１４時～  
場 所 石川県地場産業振興センター     

本館３階「第３研修室」 
 
 
 

次  第 
 

１ 開  会 
会長あいさつ 

 
２ 協議事項 

（１）令和６年度石川県保険者協議会事業費の応分の負担（精算案） 

  について 

（２）令和７年度石川県保険者協議会歳入歳出予算（案）について 

（３）令和７年度石川県保険者協議会事業費の応分の負担（案）に 

ついて 

（４）令和７年度作業部会への付託事項（案）について 

（５）第４期医療費適正化基本方針の改正に伴う第４期石川県医療費 

適正化計画の変更について 

                       

３ その他 
   石川県後期高齢者医療広域連合における震災避難者の健康診査 

（集団健診）について 

   

資料１ 

資料２ 

資料３ 



任期　令和5年4月1日～令和7年3月31日

職　　　　名

澁 谷 工 業
健 康 保 険 組 合

常 務 理 事 西 村 聡 副会長

北 陸 情 報 産 業
健 康 保 険 組 合

常 務 理 事 梨 野 昌 美

け い じ ゅ
健 康 保 険 組 合

常 務 理 事 松 田 久 良

全 国 健 康 保 険 協 会
石 川 支 部

支 部 長 赤 澤 信 秀 副会長

全 国 健 康 保 険 協 会
石 川 支 部

企 画 総 務 部 長 井 花 繁

全 国 健 康 保 険 協 会
石 川 支 部

企画総務グループ長 森 慎太郎 （欠）

地 方 職 員 共 済 組 合
石 川 県 支 部

事 務 長 中 出 勤 子
　随行
　　　事務次長　中西　康之

金 沢 市
市 民 局

保 険 年 金 課 長 宮 崎 英 弘 監事

小 松 市
行 政 管 理 部

医 療 保 険 課 長 土 肥 傑 樹

内 灘 町
町 民 福 祉 部

保 険 年 金 課 長 石 垣 泰 司 （欠）

能 登 町 健 康 福 祉 課 長 西 谷 幸 一 （欠）

石 川 県 医 師
国 民 健 康 保 険 組 合

事 務 長 松 本 季 之

石 川 県 後 期 高 齢 者
医 療 広 域 連 合

事 務 局 長 小 﨑 隆 司

健 康 福 祉 部 次 長
兼 健 康 推 進 課 長

相 川 広 一
　随行
　　　課長補佐　酒井　徳子

医 療 対 策 課 長 関 渉
　随行
　　  専門員　前田　明日香

石川県国民健康保険
団 体 連 合 会

常 務 理 事 大 畠 秀 信 会長

職　　　　名

地域医療推進室室次長 細 木 信 哉

地域医療推進室課長補佐 宮 地 香 織

地域医療推進室主任主事 滝 ヶ 浦 正 尚

地 域 医 療 推 進 室 主 事 室 井 幹 子

薬 事 衛 生 課 長 吉 田 恭 平

薬 事 衛 生 課 課 長 補 佐 西 森 健

《 オブザーバー 》

職　　　　名

理 事 長 尾 信

副 会 長 村 戸 建 一

副 会 長 藤 原 秀 範

会 長 小 藤 幹 恵

会 長 田 中 弘 美

《 事務局 》

職　　　　名

医 療 対 策 課 専 門 員 中 村 知 貴

健 康 推 進 課 技 師 藤 田 優 季

事 務 局 長 小 嶋 一 彦

健 康 づ く り 支 援 課 長 荒 木 早 苗

健 康 づ く り 支 援 課
担 当 課 長

前 田 理 子

健 康 づ く り 支 援 課
担 当 課 長

奥 野 弘 之

石 川 県 医 師 会

石 川 県 看 護 協 会

所　    　　属

石 川 県 歯 科 医 師 会

石 川 県 薬 剤 師 会

石 川 県 健 康 福 祉 部

備　　　考氏　　　　名

石 川 県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会

石 川 県 栄 養 士 会

所　    　　属

全 国 健 康 保 険 協 会

国 民 健 康 保 険

氏　　　　名 備　　　考所　    　　属

石 川 県
健 康 福 祉 部

　随行
　　健康保険組合連合会
　　　　　　　　石川連合会
　　　事務局長　髙島　淳

石 川 県 健 康 福 祉 部

石 川 県 保 険 者 協 議 会 出 席 者 名 簿

国 民 健 康 保 険
団 体 連 合 会

区　　　　　　分

共 済 組 合 保 険

石 川 県

所　 　　属
氏　　　　名

委　　　員
備　　　考

健康保険組合連合会
支 部 等

後 期 高 齢 者
医 療 広 域 連 合

氏　　　　名



石川県保険者協議会設置運営規程 
 

（目的） 

第１条 石川県保険者協議会（以下「協議会」という。）は、石川県内の保険者

（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７条第２

項に規定する保険者及び都道府県後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。）

の加入者に係る健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有や、

それに基づく取組の推進等を図るとともに、石川県医療費適正化計画の策定

または変更、同計画の実施についての石川県への協力、石川県医療計画の策

定または変更に当たっての意見提出等を行うことを目的とする。 

 

 （事業） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議を行う

ものとする。 

（１） 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営等に関する保険者その他

の関係者間の連絡調整 

（２） 保険者に対する必要な助言または援助 

（３） 医療に要する費用等に関する情報についての調査及び分析 

（４） 医療費適正化計画の策定及び変更に関し、保険者協議会において行った

調査及び分析の結果等に基づく意見提出 

（５） 医療費適正化計画の実施についての石川県への協力 

（６） 医療計画の策定変更に関し、保険者協議会において行った調査及び分析

の結果等に基づく意見提出 

 

 （構成） 

第３条 協議会は、石川県内の次の区分からの推薦による委員をもって構成す

る。 

（１） 石川県を代表する者              ２名 

（２） 健康保険組合連合会支部等を代表する者     ３名 

（３） 全国健康保険協会石川支部を代表する者     ３名 

（４） 国民健康保険の保険者たる市町及び石川 

県医師国民健康保険組合を代表する者            ５名 

（５） 国民健康保険団体連合会を代表する者      １名 

（６） 共済組合支部を代表する者           １名 

（７） 後期高齢者医療広域連合を代表する者      １名 

２ 協議会は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会及び栄養士会を代表

する者、学識経験者並びに企業及び大学等の関係者等の参画及び助言を求め

ることができる。 

 
（任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合は、第３条に掲げている区分の組織が推薦書を提

出し、推薦された委員が従前の職務を行い、任期は前任者の残任期間とする。 
 

1



（運営） 

第５条 協議会には、会長１名、副会長２名及び監事１名を置くこととし、委

員の中から互選する。 

２ 会長は協議会を代表し、会務を総括する。 

３ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 

４ 監事は会計監査及び業務執行状況を監査し、定期的に監査報告を行う。 

５ 会長、副会長、監事が任期途中で退職又は辞任した場合は、互選に関わら

ず後任者が従前の職務を行うものとする。また、任期が満了した場合は、後

任者が就任するまでは、任期が満了したと同時に退職した者以外については、

前任者が従前の職務を行うものとする。退職者の職務については、会長又は

副会長がその職務を行うものとする。 

（会議） 

第６条 協議会は、必要に応じて会長が召集し、会長が座長となる。 

（作業部会の設置） 

第７条 協議会には、第２条の具体的実施の検討を行うため、作業部会を設置

する。 

２ 作業部会は、協議会から付託された事項について調査審議し、その結果を

協議会に報告する。 

３ 前項の定めるもののほか、作業部会に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

（議事） 

第８条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決するこ

とができない。 

２ 協議会の議事は、委員のうち会議に出席したものの過半数で決し、可否同

数のときは、会長の決するところによる。 

（費用の負担） 

第９条 第２条に掲げる事業実施に要する費用については、協議会を構成する

関係者が応分に負担する。 

（事務局） 

第１０条 協議会の事務は、石川県及び石川県国民健康保険団体連合会が処理

する。 

２ 事務局に関し必要事項は、会長が別に定める。 

（その他） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成１７年６月１３日から施行する。 

附 則 
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この規程は、平成１９年６月１１日から施行し、平成１９年４月１日から適用

する。  

附 則 

この規程は、平成２０年７月７日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２０年１０月３０日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成２７年６月１８日から施行し、平成２７年４月１日から

適用する。  

２ 第９条に定める経費については、国から助成を受けられる間については、

当該助成額を控除して得た額とする。 

附 則 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 第９条に定める経費については、国から受ける助成額を控除して得た額と

する。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成３１年１月２９日から施行する。ただし、第３条第１項

の改正規定及び次項の規定は、同年４月１日から適用する。 

２ 石川県保険者協議会設置運営規程の一部を改正する規程（平成２８年２月

２９日決定）の附則の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「助成を受けられる間については、当該」を「受ける」に改

める。 
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石川県保険者協議会作業部会運営要領 

（目的） 

第１条 石川県保険者協議会規程第７条の規定に基づき、石川県保険者協議会作業

部会（以下「作業部会」という）を設置し、石川県保険者協議会（以下｢協議会｣

という。）から付託された事項について調査・審議することにより、協議会の円

滑な運営に寄与することを目的とする。 

（任務） 

第２条 作業部会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討を

行う。 

（１）石川県内における医療費の調査、分析、評価に関すること。

（２）各保険者の保健事業の共同実施に関すること。

（３）各保険者の独自保健事業についての調査及び情報交換に関すること。

（４）その他目的達成に必要な事項に関すること。

（構成） 

第３条 作業部会は、石川県内の次の区分からの推薦による委員若干名をもって構

成する。 

（１） 健康保険組合関係者

（２） 全国健康保険協会関係者

（３） 国民健康保険関係者

（４） 共済組合関係者

（５） 後期高齢者医療広域連合関係者

（６） 石川県関係者

２ 作業部会は、必要に応じて関係者の参画及び助言を求めることができる。

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合は、第３条に掲げている区分の組織が推薦書を提出し、

推薦された委員が従前の職務を行い、任期は前任者の残任期間とする。 

（運営） 

第５条 作業部会には、部会長１名、副部会長１名を置くこととし、部会委員の中

から互選する。 

２ 会議は、必要に応じて協議会会長が召集し、部会長がその座長となる。 

３ 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。 
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４ 部会長、副部会長が任期途中で退職又は辞任した場合は、互選に関わらず後任

者が従前の職務を行うものとする。また、任期が満了した場合は、後任者が就任

するまでは、任期が満了したと同時に退職した者以外については、前任者が従前

の職務を行うものとする。 

（費用の負担） 

第６条 作業部会の運営等に要する経費については、作業部会を構成する関係者が

応分に負担する。 

（事務の処理） 

第７条 作業部会の事務は、石川県及び石川県国民健康保険団体連合会が処理する。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、作業部会の運営に必要な事項は、協議会会

長が別に定める。 

附  則 

この要領は、平成１７年６月１３日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成１９年６月１１日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附  則 

この要領は、平成２０年７月７日から施行する。  

附  則 

この要領は、平成２０年１０月３０日から施行する。  

附  則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成３１年１月２９日から施行する。 
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資料１ 

協議事項 

（１）令和６年度石川県保険者協議会事業費の応分の負担（精算案） 

①令和６年度石川県保険者協議会歳入歳出決算書（見込）   （Ｐ１） 

②令和６年度石川県保険者協議会事業費負担金精算額（見込） （Ｐ４） 

（２）令和７年度石川県保険者協議会歳入歳出予算（案）について 

①令和７年度石川県保険者協議会事業計画 （Ｐ６） 

②令和７年度石川県保険者協議会歳入歳出予算（案） （Ｐ７） 

（３）令和７年度石川県保険者協議会事業費の応分の負担（案）について 

（Ｐ10） 

（４）令和７年度作業部会への付託事項（案）について 

①特定健診受診等啓発ポスター作成について （Ｐ15） 

②データヘルス等推進事業の充実について （Ｐ17） 





（１）令和６年度石川県保険者協議会事業費の応分の負担（精算案）

　　歳　 入 　　歳　 出

予算現額
収入済額
（見込）

予算現額と収入済額と
の 比 較 予算現額

支出済額
（見込）

不用額 予算現額と支出済額と
の 比 較

円 円 円 円 円 円 円

1 国庫支出金 940,000 1,093,000 153,000 １ 総 務 費 361,000 349,111 11,889 11,889

1 国庫補助金 940,000 1,093,000 153,000 １ 総務管理費 361,000 349,111 11,889 11,889

2 負 担 金 976,000 638,288 △ 337,712 ２ 事 業 費 1,556,000 1,157,177 398,823 398,823

1 負 担 金 976,000 638,288 △ 337,712 １ 事 業 費 1,556,000 1,157,177 398,823 398,823

3 繰 越 金 197,000 197,014 14 ３ 諸 支 出 金 196,000 196,000 0 0

1 繰 越 金 197,000 197,014 14 １ 諸 支 出 金 196,000 196,000 0 0

4 諸 収 入 2,000 328 △ 1,672 4 予 備 費 2,000 0 2,000 2,000

1 諸 収 入 2,000 328 △ 1,672 １ 予 備 費 2,000 0 2,000 2,000

2,115,000 1,928,630 △ 186,370 2,115,000 1,702,288 412,712 412,712

○次年度繰越金（見込）について ○負担金（見込）について

収入済額（見込）　　-   　支出済額(見込)  歳出合計（見込）①   -

-　

○次年度国庫返還金（見込）について  総事業経費（見込）  - -　 繰越金

- 　1,000円

-　

=   638,288円　 867,000円

1,093,000円  867,000円 = 226,000円

　　国庫補助金　　　-    実質の国庫補助金
　　受入済額               　（見込）

= 次年度国庫返還金（見込）

    196,000円 ② = 1,506,288円

実質の国庫補助金
（見込）

　　1,506,288円 　  -  

= 負担金（見込）③

= 次年度繰越金（見込） 前年度国庫返還金（見込）② = 総事業経費（見込）

1,928,630円 1,702,288円 = 226,342円 　　1,702,288円 ①   -

歳 入 合 計 歳 出 合 計

令和６年度石川県保険者協議会歳入歳出決算書（見込）

款 項 款 項

１

2

3

１ 2

3

1



事項別明細書

（歳入）

金　　額

円 円 円 円 円 円

1 国庫支出金 940,000 0 940,000 1,093,000 1,093,000

1 国庫補助金 940,000 0 940,000 1,093,000 1,093,000

940,000 0 940,000 1,093,000 1,093,000

1
高齢者医療制度円滑
運営事業費補助金 940,000 1,093,000 1,093,000

高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

2 負 担 金 976,000 0 976,000 638,288 638,288

1 負 担 金 976,000 0 976,000 638,288 638,288

1 負 担 金 976,000 0 976,000 638,288 638,288

1 負 担 金 976,000 638,288 638,288

3 繰 越 金 197,000 0 197,000 197,014 197,014

1 繰 越 金 197,000 0 197,000 197,014 197,014

1 繰 越 金 197,000 0 197,000 197,014 197,014

1 繰 越 金 197,000 197,014 197,014 前年度繰越金

4 諸 収 入 2,000 0 2,000 328 328

1 諸 収 入 2,000 0 2,000 328 328

1 預 金 利 子 1,000 0 1,000 328 328

1 預 金 利 子 1,000 328 328 歳計現金預金利子

2 雑 入 1,000 0 1,000 0 0

1 雑 入 1,000 0 0

2,115,000 0 2,115,000 1,928,630 1,928,630

1 高齢者医療
制度円滑運
営事業費補
助金

保険者等負担金
 健康保険組合                  25,787円
 全国健康保険協会             298,799円
 共済組合                　　  44,108円
 国民健康保険　               136,241円
 石川県後期高齢者医療広域連合 133,353円

歳　　入　　合　　計

備　　　考
当初予算額 補正予算額 計

節

区　　分

収入済額
（見込）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

調定額
（見込）
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（歳出）

金　　額
円 円 円 円 円 円

1 総 務 費 361,000 0 361,000 349,111 11,889

1 総 務 管 理 費 361,000 0 361,000 349,111 11,889

1 一 般 管 理 費 361,000 0 361,000 349,111 11,889

保険者協議会 194,103
作業部会 61,620
委員等旅費 11,100

消耗品費 5,325
事務連絡費 13,860
電話料 672
郵便料 3,756
手数料 9,350
会場使用料 44,000
コピー使用料 5,325

2 事 業 費 1,556,000 0 1,556,000 1,157,177 398,823

1 事 業 費 1,556,000 0 1,556,000 1,157,177 398,823

1 調 査 研 究 費 1,556,000 0 1,556,000 1,157,177 398,823

データヘルス等推進支援事業 320,423
特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発 20,026
特定健診等の円滑な実施（被用者保険集合契約の締結）等 61,619
特定健診・特定保健指導従事者研修会 127,861
データヘルス等推進支援事業 271,500

データヘルス等推進支援事業 68,940

消耗品費 7,720
事務連絡費 2,794
郵便料 304
通信運搬費 23,485
振込手数料 5,170
ポスター作成委託料 95,040
ホームページ委託費 71,500
会場使用料 19,890
コピー使用料 60,905

3 諸 支 出 金 196,000 0 196,000 196,000 0

1 諸 支 出 金 196,000 0 196,000 196,000 0

1 諸 支 出 金 196,000 0 196,000 196,000 0

1 返 還 金 196,000 196,000 0 国庫返還金 196,000

4 予 備 費 2,000 0 2,000 0 2,000

1 予 備 費 2,000 0 2,000 0 2,000

1 予 備 費 2,000 0 2,000 1 予 備 費 2,000 0 2,000

2,115,000 0 2,115,000 1,702,288 412,712歳　　出　　合　　計

13 委 託 料 169,000 166,540 2,460

14
使 用 料 及 び
賃 借 料

205,000 80,795 124,205

11 需 用 費 47,000 10,514 36,486

12 役 務 費 51,000 28,959 22,041

8 報 償 費 364,000 271,500 92,500

9 旅 費 188,000 68,940 119,060

14
使 用 料 及 び
賃 借 料

66,000 49,325 16,675

2 人 件 費 532,000 529,929 2,071

11 需 用 費 21,000 19,185 1,815

12 役 務 費 6,000 13,778 △ 7,778

2 人 件 費 256,000 255,723 277

9 旅 費 12,000 11,100 900

備　　　考
当初予算額 補正予算額 計

節
区　　分

不用額款 項 目
予　　　　算　　　　現　　　　額

支出済額
（見込）
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（１）令和６年度負担金精算額（見込）

円

円

円

（２）国民健康保険　保険者別負担金精算額（見込）

合計 136,241 409,393 -273,152 193,346

※　被保険者数（被扶養者含む）は令和５年１１月末現在の人数である。

医師国保 1,543 4,637 -3,094 2,190

能登町 2,457 7,384 -4,927 3,487

穴水町 1,144 3,437 -2,293 1,623

中能登町 2,101 6,312 -4,211 2,981

宝達志水町 1,597 4,800 -3,203 2,267

志賀町 2,679 8,050 -5,371 3,802

内灘町 3,069 9,221 -6,152 4,355

津幡町 4,050 12,171 -8,121 5,748

川北町 588 1,768 -1,180 835

野々市市 5,435 16,332 -10,897 7,713

能美市 5,601 16,831 -11,230 7,949

白山市 12,783 38,412 -25,629 18,141

かほく市 3,865 11,614 -7,749 5,485

羽咋市 2,762 8,298 -5,536 3,919

加賀市 8,375 25,166 -16,791 11,885

七尾市 6,656 20,001 -13,345 9,446

珠洲市 2,071 6,223 -4,152 2,939

輪島市 4,165 12,516 -8,351 5,911

小松市 11,590 34,827 -23,237 16,448

金沢市 53,710 161,393 -107,683 76,222

※　被保険者数（被扶養者含む）は令和５年１１月末現在の人数である。

保険者名 Ａ　令和６年度負担金額（見込） Ｂ　令和６年度既納負担金額
Ｃ　精算額（見込）

Ａ－Ｂ
参考：被保険者数（被扶養者含

む）※

円 円 円 人

合　　計 638,288 1,918,000 -1,279,712 905,824

石川県後期高齢者医療広域連合 133,353 400,715 -267,362 189,248

健康保険組合連合会石川連合会 25,787 77,487 -51,700 36,595

石川県国民健康保険 136,241 409,393 -273,152 193,346

共済組合保険 44,108 132,541 -88,433 62,596

円 人

円

医療保険者名 Ａ　令和６年度負担金額（見込） Ｂ　令和６年度既納負担金額
Ｃ　精算額（見込）

Ａ－Ｂ

④　各構成保険者負担金精算額（見込）

全国健康保険協会石川支部 298,799 897,864 -599,065 424,039

令和６年度石川県保険者協議会事業費負担金精算額（見込）

①　負担金額（見込） 638,288

②　既納負担金額 1,918,000

③　精算額（見込）

①　負担金額（見込）
－

②　既納負担金額
＝

③　精算額（見込）

638,288 円 1,918,000 円 -1,279,712

-1,279,712

参考：被保険者数（被扶養者含む）※

円 円
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（３）総経費（見込）

円 1 円 円 円
（内　訳）

円
円
円
円
円
円

2 円 円 円
（内　訳）

円
円
円
円

円 円

円 1 円 円 円

円
（内　訳）

円
円
円
円
円
円
円
円

円
（内　訳）

円
円
円
円
円

2 円 円 円
（内　訳）

円
円
円

3 円 円 円
（内　訳）

円
円
円

4 円 円 円
（内　訳）

円

円 円
円 円 円

円 円

円

※国庫補助率：事務連絡費を除いた額の１／２（一部事業　２／３）

638,288

867,000 639,288

700,258 456,919
合　計 1,506,288 867,883 638,405

小　計　　

国庫補助金　千円未満切り捨て

63,930 63,931

人件費 127,861

特定健診・特定保健指導従事者研修会 127,861

人件費 61,619
役務費(振込手数料) 770
ホームページ管理委託料 71,500

特定健診等の円滑な実施（被用者保険集合契約の締 133,889 66,559 67,330

67,158 67,158

人件費 20,026
ポスター作成委託料 95,040
役務費 19,250

役務費(振込手数料) 2,200

特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発 134,316

人件費 64,701
報償費 91,500
旅費 44,440
役務費(郵便) 110

役務費(郵便、運搬費) 4,429

使用料及び賃借料 80,795

②生活習慣病重症化予防推進事業 202,951

旅費 24,500
消耗品費 7,720
事務連絡費 2,794

役務費(振込手数料) 2,200

①データヘルス計画学習会 558,160

人件費 255,722
報償費 180,000

181,486

②事業費 1,157,177 データヘルス等推進事業 761,111 502,611 258,500

役務費 168
使用料及び賃借料 12,225

167,625

人件費 61,620
消耗品費 1,125

小　計　　

作業部会の開催 75,138 37,569 37,569

事務連絡費 13,860
役務費 13,610
使用料及び賃借料 37,100

143,917

人件費 194,103

消耗品費 4,200

①総務費 349,111 保険者協議会の開催 273,973 130,056

旅費 11,100

款 金額 内訳 国庫補助金
国庫補助金を除い

た負担金額

国庫補助金を除いた負担金額（639,288円）から繰越金（1,000円）を除く

5



（２）令和７年度石川県保険者協議会歳入歳出予算（案）について

事 業 名 開 催 月 場 所

１　保険者協議会の開催

　第１回 保険者協議会 令 和 ７ 年 ６ 月 金 沢 市

（１）令和６年度石川県保険者協議会事業報告及び歳入歳出決算について

（２）令和７年度石川県保険者協議会事業計画及び歳入歳出予算について

（３）その他

　第２回 保険者協議会 令和７年１０月 金 沢 市

（１）令和８年度石川県保険者協議会事業計画（案）及び予算（概算）について

（２）その他

　第３回 保険者協議会 令 和 ８ 年 １ 月 金 沢 市

（１）令和７年度石川県保険者協議会事業費の応分の負担（案）について

（２）令和８年度石川県保険者協議会事業計画について

（３）令和８年度石川県保険者協議会歳入歳出予算（案）について

（４）令和８年度石川県保険者協議会事業費の応分の負担（案）について

（５）作業部会への付託事項（案）について

（６）その他

２　作業部会の開催 未　　定 金 沢 市

（１）協議会からの付託事項について

（２）その他

３　データヘルス等推進事業

（１）データヘルス計画学習会 （２回） 令和７年６月､１２月 金 沢 市

（２）生活習慣病重症化予防推進事業（医療保険者への個別指導の実施） 令 和 ７ 年 １ １ 月 県 内

４　特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発

ポスター作成及び掲示 令 和 ７ 年 ５ 月 金 沢 市

５　特定健診等の円滑な実施

被用者保険集合契約の締結 令 和 ７ 年 ４ 月 金 沢 市

６　特定健診・特定保健指導従事者研修会の開催 未　　定 金 沢 市

７　石川県保険者協議会ホームページの更新 随 時 更 新

令和７年度石川県保険者協議会事業計画
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歳　 　入 歳　 　出

令和７年度
当初予算

（案）

令和６年度
当初予算

増減
令和７年度
当初予算

（案）

令和６年度
当初予算

増減

千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 国庫支出金 1,176 940 236 １ 総務費 379 361 18

1 国庫補助金 1,176 940 236 １ 総務管理費 379 361 18

2 負担金 874 976 △ 102 ２ 事業費 1,672 1,556 116

1 負担金 874 976 △ 102 １ 事業費 1,672 1,556 116

3 繰越金 227 197 30 ３ 諸支出金 226 196 30

1 繰越金 227 197 30 １ 諸支出金 226 196 30

4 諸収入 2 2 0 ４ 予備費 2 2 0

1 諸収入 2 2 0 １ 予備費 2 2 0

2,279 2,115 164 2,279 2,115 164

（歳出の主な増減理由について）
　第２款事業費については、特定健診受診等啓発ポスターの作
成費用について原材料価格の高騰による増額及び、データヘル
ス等推進支援事業の充実に係る増額。

歳　　　出　　　合　　　計歳　　　入　　　合　　　計

令 和 ７ 年 度 石 川 県 保 険 者 協 議 会 歳 入 歳 出 予 算 （ 案 ）

款 項 款 項
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金 額

千円 千円 千円 千円 千円

1 国庫支出金 1,176 940 236

1 国庫補助金 1,176 940 236

1 1,176 940 236

1 1,176

保険者協議会運営補助金 1,176

2 負担金 874 976 △ 102

1 負担金 874 976 △ 102

1 負担金 874 976 △ 102

1 負担金 874 各構成保険者負担金 874

3 繰越金 227 197 30

1 繰越金 227 197 30

1 繰越金 227 197 30

1 繰越金 227 国庫補助金返還金 226

前年度繰越金 1

4 諸収入 2 2 0

1 諸収入 2 2 0

1 預金利子 1 1 0

1 預金利子 1 預金利子 1

2 雑入 1 1 0

1 雑入 1 雑入 1

2,279 2,115 164

令和７年度石川県保険者協議会　歳入歳出予算事項別明細書

［歳　入]

款 項 目
令和7年度
当初予算

（案）

令和6年度
当初予算

比 較
節

区 分

歳 入 合 計

説明

高齢者医療制度円滑
運営事業費補助金 高齢者医療制度円滑

運営事業費補助金
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金 額

千円 千円 千円 千円 千円

1 総務費 379 361 18

1 総務管理費 379 361 18

1 一般管理費 379 361 18

2 人件費 256 保険者協議会・作業部会 256

9 旅費 15 委員等旅費 15

11 需用費 21 消耗品費、事務連絡費 21

12 役務費 21 電話料、郵便料、手数料 21

14 使用料及び賃借料 66 会場等借料 60

コピー使用料 6

2 事業費 1,672 1,556 116

1 事業費 1,672 1,556 116

1 調査研究費 1,672 1,556 116

2 人件費 529 データヘルス等推進支援事業 320

特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発 21

特定健診等の円滑な実施（被用者保険集合契約の締結） 61

特定健診・特定保健指導従事者研修会 127

8 報償費 424 データヘルス等推進支援事業 333

特定健診・特定保健指導従事者研修会 91

9 旅費 244 データヘルス等推進支援事業 194

特定健診・特定保健指導従事者研修会 50

11 需用費 30 消耗品費、事務連絡費、印刷製本費 30

12 役務費 59 郵便料、通信運搬費、手数料 59

13 委託料 181 ポスター作成委託費 109

ホームページ委託費 72

14 使用料及び賃借料 205 会場等借料 120

コピー使用料 70

自動車借上げ 15

3 諸支出金 226 196 30

1 諸支出金 226 196 30

1 返還金 226 196 30

1 返還金 226 国庫補助金返還金 226

4 予備費 2 2 0

1 予備費 2 2 0

1 予備費 2 2 0 1 予備費 2 予備費 2

2,279 2,115 164

節
説明

区 分

歳 出 合 計

令和6年度
当初予算

比 較

［歳　出]

款 項 目
令和7年度
当初予算

（案）
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１　令和７年度負担金（案）

２　令和７年度構成保険者別負担金（案）について

（１）構成保険者別負担金（案）算出方法

（２）構成保険者別負担金（案）

３　負担金の精算について

（１）時期 令和７年度事業が終了、且つ、国庫補助金の受入れ・返還が完了次第、精算する。

（２）方法 構成保険者別負担金（当初）の算出に用いた被保険者数（被扶養者含む）で按分する。

2,052,000円
× ÷

負担金（案） 構成保険者被保険者数
（被扶養者含む）

全保険者の被保険者数
（被扶養者含む）

（３）令和７年度石川県保険者協議会事業費の応分の負担（案）について

－
３繰越金（見込）

＝
負担金（案）

2,279,000円 227,000円 2,052,000円

歳入合計

石川県国民健康保険 183,688 418,392

全国健康保険協会石川支部

構成保険者名
被保険者数

（被扶養者含む）
令和６年１１月末現在

負担金（案）

人 円

石川県後期高齢者医療広域連合 195,445 445,171

合計 900,897 2,052,000

健康保険組合連合会石川連合会 35,899 81,768

共済組合保険 62,358 142,035

423,507 964,634

（注）資料１　７ページ「令和７年度石川県保険者協議会歳入歳出予算（案）」の歳入合計より
３繰越金を除いた額

（注）負担金（案）については当該年度の前年度の１１月末現在の被保険者数（被扶養者含む）によ
り按分し算出する。
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国民健康保険保険者別負担金（案）

加賀市 11,083 25,244

負担金（案）

金沢市 72,938 166,133

七尾市 8,931 20,342

保険者名
被保険者数

（被扶養者含む）
令和６年１１月末現在

人 円

輪島市 5,614 12,787

珠洲市 2,891 6,585

小松市 15,508 35,323

白山市 17,037 38,806

能美市 7,541 17,176

羽咋市 3,670 8,359

かほく市 5,216 11,881

1,777

合計 183,688 418,392

能登町 3,302 7,521

医師国保 2,099 4,781

津幡町

中能登町 2,894 6,592

穴水町 1,515 3,451

志賀町 3,515 8,006

宝達志水町 2,115 4,817

5,471 12,462

内灘町 4,164 9,485

野々市市 7,404 16,864

川北町 780
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１ 目　的　　

２ 実施主体　　

３ 周知方法

・保険者協議会、県医師会、産保センターを通して関係機関へ周知

・県から市町、保健福祉センター、特定保健指導委託機関（国保直営以外）へ周知

・県ホームページに掲載

４ 研修日程・内容等

＜初任者研修（保健指導経験年数３年未満）　ハイブリット研修＞

１日目

分

5

２日目

分

＜実践者研修（保健指導経験年数３年以上）　ハイブリット研修＞ 

１日目

分

15

２日目

分

            令和６年度特定健診・特定保健指導従事者研修会実施要領

　石川県、石川県保険者協議会、石川県医師会

月日・場所 時間 内　　容 講　　師

　医療保険者による「特定健診・特定保健指導」が円滑に実施されるよう、健診・保健指導従事者を対象に「標準的
な健診・保健指導プログラム(令和６年度版)」に基づいた研修会を行い、生活習慣病予防対策全体を効果的に推進
できる人材を育成する。

令和６年
９月１０日（火）

9:15～9:20 挨拶・オリエンテーション

9:20～10:50 90 食事指導のポイント
石川県栄養士会

石川県庁１１階
１１０２会議室

　管理栄養士　櫻井　千佳　氏

11:00～12:00 60 生活習慣病の基礎知識
国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学

　保健管理センター 教授　古川　健治 氏

13:00～13:40 40 歯の健康に関する保健指導のポイント
石川県歯科医師会 公衆衛生部 

　理事　江尻　重文 氏

13:50～14:40 50 禁煙指導のポイント
金沢医科大学

　非常勤講師　中島　素子　氏

　健康づくり支援課　担当課長　前田　理子　氏

月日・場所 時間 内　　容 講　　師

令和６年
９月１３日（金）

13:00～13:30 30

14:50～15:30 40 運動指導のポイント
石川県理学療法士会

　理学療法士　山本 千登勢　氏

特定健診・特定保健指導の基本的事項
石川県健康福祉部健康推進課

石川県の課題

石川県庁１１階
１１０４会議室 13:40～15:40 120 保健指導の実際

石川県国民健康保険団体連合会

　事務局参与　茅山　加奈江　氏（前連合会職員）

月日・場所 時間 内　　容 講　　師

令和６年
１０月１５日(火)

9:05～9:20 挨拶・オリエンテーション

9:20～10:20 60 保健指導の評価
金沢医科大学

石川県庁１１階
１１０２会議室

　客員教授　中川　秀昭 氏

10:30～12:00 90
日本人のエビデンスに基づいた
糖尿病治療Update

月日・場所 時間 内　　容 講　　師

金沢大学医薬保健研究域　医学系
　内分泌・代謝内科学分野

　教授　篁　俊成　氏

令和６年
１０月２３日(水）

10:00～15:30 270
保健指導の実際
　※第３回保健指導研修会と兼ねています

保健活動を考える自主的研究会

石川県庁１１階
１１０５会議室

　管理栄養士　橋詰　美穂子 氏
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５　令和６年度参加者の状況

＜初任者研修＞ （ ）内：初参加者

＜実践者研修＞ （ ）内：初参加者

６　修了証書の交付 ※希望者のみ （ ）内：初参加者

７　今後の研修会について

0 (0)
計 4 (3) 3 (2) 5 (5) 12 (10)

その他

0 (0)
県 0 (0)
事業所等

0 (0)
医療機関等 4 (3) 3 (2) 5 (5) 12 (10)
保険者

その他 計
市町国保 0 (0)

保健師 管理栄養⼠・栄養⼠ 看護師 医師

(0) 43 (20)
＜参考＞R5 57 (19) 27 (5) 1 (0) 85 (24)

1 (1) 0計 33 (16) 9 (3)

1 (1)
その他 1 (1) 1 (1)
県 1 (1)

13 (4)
事業所等 0 (0)
医療機関等 8 (2) 5 (2)

26 (12)
保険者 2 (2) 2 (2)
市町国保 23 (12) 3 (0)

(5) 60 (51)

保健師 管理栄養⼠・栄養⼠ 看護師 医師 その他 計

3 (3) 5＜参考＞R5 34 (29) 18 (14)

1 (1)
計 38 (32) 3 (3) 7 (7) 0 (0) 48 (42)

1 (1)その他

0 (0)
県 9 (9) 9 (9)
事業所等

0 (0)
医療機関等 8 (5) 1 (1) 6 (6) 15 (12)

計
市町国保 21 (18) 2 (2) 23 (20)

保健師 管理栄養⼠・栄養⼠

　国は、特定保健指導の外部委託に関する基準として、特定保健指導実施者が一定の研修を修了していること、ま
た、当研修の元となる国の「健診・保健指導担当者の資質向上推進事業実施要綱」において、研修は６年ごとに受
講することが望ましいとしている。

　新たに特定保健指導に従事する方への基本的事項を学ぶための初任者研修、既に業務に従事している方へのスキ
ルアップを図る機会となる実践者研修を、今後も引き続き開催してまいりたい。

看護師 医師

保険者

その他

【参考】令和６年度保健指導研修会の状況

開催日 講師 参加者数 市町 
県（保健

所含） 
保健師 栄養士等 

令和6年 5月24日 門田しず子氏 66(16) 48 2 50(12) 16(4) 

8月27日 門田しず子氏 68(18) 49 1 50(12) 18(6) 

10月23日 橋詰美穂子氏 58(14) 42 2 44(9) 14(5) 

12月18日 橋詰美穂子氏 63(11) 50 2 48(9) 15(2) 

令和7年 2月13日 橋詰美穂子氏 58(8) 49 1 46(7) 12(1) 

（　）内：医療機関の参加者
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（４）令和７年度作業部会への付託事項（案）について 

 

① 特定健診受診等啓発ポスター作成について・・・・・・・・・P15  

特定健診受診啓発という目的は継続し、新たなテーマの検討 

※特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発事業として 

国庫補助を申請しているため。 

 

≪参考≫ 

平成２７年度から令和３年度まで北陸新幹線と男性をモチーフに作成 

令和４年度はこれまでの図柄を全面的に変更。 

ポスターの背景に全保険者のキャラクターまたは市町の章、社章を並べる 

 

 

 

② データヘルス等推進事業の充実について・・・・・・・・・・P17 

データヘルス等推進支援事業に係る国庫補助金の増額分を活用し、

以下の事業について充実内容の検討。 

 

・ 重症化予防による生活習慣病対策推進事業（P19 参考） 

・ 石川県内における健診データ等の分析（P23 参考） 
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①特定健診受診等啓発ポスター作成について

令和７年度特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発（案） 

特定健診受診啓発ポスター作成及び掲示について 

１ 目 的 

特定健診をより多くの方々に関心を持っていただき、特に生活習慣病医療によって現在

も医療機関へ受診されている方々に対し健診の必要性を理解していただくためポスター

を作成し、健診の受診率等の更なる向上を図る。 

２ 仕様等 

（１）サイズ：Ａ２ 

（２）配布時期：５月 

（３）作成枚数：１，３５０枚 

（４）予算  ：１０９，２９６円（税込） 

（５）配布先 ：「令和７年度ポスター配布予定一覧（案）」参照 

３ コンセプト 

①健診の受診率等の更なる向上を図るとともに、健康づくりに関心をもってもらう 

②糖尿病、高血圧等で治療の方も健診の対象であることを理解してもらう 

４ 図 柄 

ポスターの背景に全保険者のキャラクターまたは市町の章、社章を並べる 

令和７年度ポスター配付先一覧（案） 

部 数 備　考

健康保険組合連合会石川連合会等 16
健保連石川連合会　5部（予備含）
健康保険組合　11組合×1部

全国健康保険協会石川支部 20 要求部数に応じ配布

共済組合保険 12 4組合×3部

石川県内市町国保 57 19市町国保×3部 

石川県医師国保組合 3

石川県後期高齢者医療広域連合 3

石川県健康福祉部健康推進課 3

石川県医師会 280
郡市医師会（金沢市医師会除く）
250機関＋予備30

金沢市医師会 210 金沢市内医療機関　190機関＋予備20

石川県薬剤師会 500

加賀支部 　　29機関
小松・能美支部　　67機関
白山・ののいち支部　71機関
金沢支部 　208機関
河北支部 　　30機関
羽咋支部 　　15機関
七尾・鹿島支部　　27機関
能登北部支部　　　19機関
※上記8支部に予備各2部
本部予備18

石川県商工会連合会 21

石川県スーパーマーケット連絡協議会 100 12社（加盟店舗）

石川県公衆浴場業生活衛生同業組合 40 38社（加盟店舗）

その他（国保連合会内掲示） 4

1,269

81

1,350総数

配布先

配付枚数計

予備

15
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②データヘルス等推進支援事業の充実について 

データヘルス等推進支援事業の充実 

１ 経緯 

（１）令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金の交付要綱に一部事業 

（データヘルス等推進支援事業）の補助率（１／２→２／３）の見直しが行 

われた。このことにより、本協議会への国庫補助金が約１０数万円増額とな 

る見込み。 

（２）令和６年６月２７日開催の保険者協議会（第１回）において、（１）につ

いて説明を行い、増額分を活用して現行のデータヘルス等推進支援事業の

充実等について検討していくこととした。 

（３）令和６年１１月１２日開催の保険者協議会（第２回）において、令和６

年度は能登地震や奥能登豪雨の影響も踏まえ実施を見送り、令和７年度実

施に向け、構成保険者からの意見等を伺うためアンケート調査を実施する

こととした。 

（４）（３）を受け、本協議会委員及び令和６年度データヘルス計画学習会出席

者を対象にアンケート調査を実施した。（R6.12.9 事務連絡） 

２ アンケート結果（P18 アンケート調査集計参照） 

  回答保険者数 27 保険者等（全 38 保険者等） 

  ・国保 14/19 保険者 
           ・被用者保険 10/16 保険者 
           ・後期高齢、石川県、実施機関（予防医学協会） 

  回答者数   38 人（全対象者数 103 人） 

①現行事業の充実 84％（32 人） 

  ・データヘルス計画学習会（回数を増やす等）・・・・・・・・・・・・・ 13 人 

  ・重症化予防による生活習慣病対策推進事業（被用者保険での実施等）・・ 18 人 

  ・石川県内における健診データ等の分析について（集約・分析に係る費用）19 人 

 ②新規事業    26％（10 人） 

  ・医療機関への受診勧奨通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 人 

  ・上記以外の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 人 

３ データヘルス等推進支援事業の充実に向けて 

 ２のアンケート結果により、最も要望の多かった現行事業「石川県内におけ

る健診データ等の分析について」の充実を図る。（P23～40 参照） 

 本事業は、データの精度を上げることを課題として継続して取り組んできた

が、全保険者による統一されたデータの収集には至っておらず、本事業の充実

を図るためには、まずはデータ収集からの課題を解消するため、前回の調査段

階においてデータ提供が困難な保険者等へ具体的に聞き取りを行い、保険者の

状況を十分に把握した上で、今後の対応内容と併せて作業部会にて検討。 
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【データヘルス等推進事業の充実に向けたアンケート調査集計】 

 

  

＜参考＞ 

 令和６年度高齢者医療制度円滑運営事業実施要綱 

【データヘルス等推進支援事業】 

データヘルスの推進を図るために行う事業及び医療費適正化計画への意

見の提出並びに医療計画への意見の提出等を行うため保険者協議会が実施

する、データ分析の質の向上等を目的とした事業。なお、高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）第 157 条の２第２項第３号に定

める調査及び分析に係るもので、事業結果が公表されるものに限る。 

【取組例】 

・その地域における健康課題を保険者間で共有をするための取組や 

そのデータ分析 

・データヘルスの取組事例の収集・分析や、保険者間でのその共有等 

・データヘルスの取組状況や健診・レセプトデータの活用状況に関 

する保険者間の情報交換や研修会等の実施 

 

データヘルス
計画学習会
（回数を増や

す等）

重症化予防
による生活習
慣病対策推
進事業（被用
者保険での
実施等）

石川県内にお

ける健診デー

タ等の分析に

ついて（データ

集約又は分析

に係る費用

等）

医療機関へ
の受診勧奨
通知の作成

上記以外に
希望する事

業
（希望する事業）

32 13 18 19 10 7 3

(84%) (41%) (56%) (59%) (26%) (70%) (30%)

10 13 13 4 1

(48%) (62%) (62%) (80%) (20%)

2 3 5 3 1

(22%) (33%) (56%) (75%) (25%)

1 1

(100%) (100%)

1 1 1

(100%) (100%) (100%)

2 3 7 4 1

(20%) (30%) (70%) (80%) (20%)

9 12 10 2 2

(50%) (67%) (56%) (50%) (50%)

2 1 1

(100%) (50%) (100%)

2 1 1

(100%) (50%) (50%)

職
種
別

5

4

12管理栄養士

国保

被用者保険 9

21

所
属
別

広域連合

健診機関

1

1

10事務職

保健師 18

その他 2

新規事業を行う（単位：人）現行事業の充実を行う（単位：人）

計

5

4

各保険者が啓発に利用で

きる食生活改善や生活習

慣病予防のための運動方

法などの情報提供

学習会の継続開催

1

医科同様に歯科(歯科治

療と歯科健診)における健

康課題の抽出、成果を分

析してほしい
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〈参考〉重症化予防による生活習慣病対策推進事業 

重症化予防による生活習慣病対策推進事業実施要領（案） 

１ 目 的 

標準的な健診・保健指導プログラムでは、対象者が健診結果に基づき、自ら

の健康状態を認識した上で、代謝等の身体のメカニズムと生活習慣（食習慣や

運動習慣等）との関係を理解し、生活習慣の改善を自らが選択し、行動変容に

結びつけられるようにすることが求められております。 

また、自覚症状のない生活習慣病は自己管理が重要で、自己管理のためには、

住民自身が自分の身体を客観的なデータで知っていることが大事だと認識し、健

診が住民自身のものになることが大切です。 

これらのことが実現できれば、生活習慣病の発症予防、重症化予防にもつなが

ることとなります。 

このことを踏まえ、効果的な個別指導が推進できる人材を育成し、将来的な医

療費の伸びの適正化に資することを目的とします。 

２ 実施主体 

実施を希望する保険者、石川県保険者協議会 

３ 事業内容 

実施を希望する保険者（３保険者）において以下を実施 

実施希望保険者の保健師、管理栄養士等が実施する保健指導の現場に指導

者が同行し効果的な保健指導について学ぶ。 

（１）保健指導前の健診結果読み取り学習会

（２）対象者への保健指導（担当者と講師と随行１名可）

（３）保健指導後学習会 保健指導後の感想と事例学習

※（１）及び（３）については、他保険者も場合により参加可 

４ 経 費 

この事業に係る経費の国庫補助金を除く経費は、各医療保険者が応分の負担

をする。 

５ 実施時期 令和７年１１月 

【参考】これまでの実績 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

北陸鉄道

南加賀 小松市 能美市 小松市 能美市 能美市 能美市 小松市 能美市

能美市

石川中央 内灘町 野々市市 白山市 津幡町

津幡町 内灘町

能登中部 志賀町 宝達志水町 宝達志水町 珠洲市 志賀町 中能登町 志賀町

能登北部 羽咋市 中能登町

11/13～15 9/19～21 7/9～11 10/20～22 11/17､18
11/10、
29､30

10/10､11､
11/8

10/30､
11/28､29

実
施
保
険
者

二
次
医
療
圏

実施時期

被用者保険者
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（保健指導同行者） 

講師の保健指導を見学し、本人の言葉から保健指導の種を拾ってつなげていく

こと（本人の興味関心のあるところから保健指導をはじめる）が、保健指導の入り

口として入りやすいと感じた。また、指導者側が話すだけで終わることなく、「こ

のまま話を続けて大丈夫か？」本人のペースに合わせて確認をとりながら、進めて

いくことで、一方的な保健指導ではなく、意識づけに効果的な保健指導につながる

と思った。

1 度に複数の情報伝えるのではなく、的を絞り、毎回訪問の目的（保健指導の目

的）を明確にもって、取り組むことが必要だと感じた。

文字だけでなく、数値（量）やイラストを用いることで、理解度を深めることにつ

ながると再認識したため、今後も様々なケースで練習を重ねていきたいと思った。 

（保健指導同行者）

講師の保健指導をみる前は、どのように話を進めていけばよいのかわからなか

ったが、まずは本人に結果をみていただき、気になるところはどこかなど本人が興

味を持っている話から進めるのが重要だと感じた。また、食事時間や内容、回数な

どを聞き取ったメモを紙を本人にお渡しすることで可視化され、普段の生活にど

んなところに課題があるのかなどが整理されると感じた。

市町国保 A 
（事例検討会出席者）

対象者の選定では、昨年度も訪問していたケースであったこと、重症化予防対象

者の中で、1 番値が高い方で、対応に難しさを感じている方を選定した。しかし、

勉強会として、今後の対応に活かすことを考えると、稀なケースではなく、どの保

健指導対象者も今後あたる可能性が高いケースを選定することを考えていく必要

があると思った。

（保健指導同行者）

事例をどう読み取るか、健診結果と生活実態をいかに身近に感じてもらうかな

ど、本人の自己決定へ導くストーリーも学びになった。

健診結果からの生活改善の提案をしながら、本人と一緒に考え伴走する姿勢が、

行動変容と継続へつながる。健診結果が改善しなくても責めないことが大切であ

る。

（参考）重症化予防による生活習慣病対策推進事業　実施保険者の感想

2
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（事例検討会・保健指導同行者）

経年表を読み取る中で、それぞれの数値を関連付けてみることや読み取りから対

象者に使う資料の内容についてわかりやすく教えてくれてとても勉強になった。結

果を読み取る中での本人に聞かなければならない不明点をあげたり、結果から今後

の先読みをして、保健指導につなげて行くことが大切だと感じた。

講師の保健指導を実際に見学して、対象者に質問を投げかけて本人からの発言や

反応を待ったり、対象者が話す内容や疑問をしっかり拾って応えていくことが大切

だと学べた。また、対象者と話す中で、対象者のレベルに合わせた話し方や話の内

容を工夫することも大切だと思った。相手からの発言が難しそうなときは、「これ

だったらどうか」と提案して、相手の反応を見ていたのも参考になった。

今回の研修での事例の読み取り方や保健指導の学びを活かして、一方的に保健指

導をするのではなく、話した内容を理解できているか時々確認しながら一緒に考え

ていける、住民のための保健指導を行えるようになりたい。

（事例検討会・保健指導同行者） 

今回事例を提出し、自分の読み取りと講師の読み取りを比べてこの考え方でよか

った、ここはこう考えればよかったと振り返ることができ、とても勉強になった。

また、読み取りをする際に、薬の知識がまだまだ足りていないなと感じたため、住

民の方に自信をもって薬の作用機序やメリット・デメリット等を伝えられるよう、

勉強したい。

実際に、事業後に訪問した方で、数年前に薬を飲んでいたが今は飲んでいないと

いう方にその時服用していた薬の作用機序について資料を用いて説明すると「あー

なるほどね」「そういう薬だったんだね」という発言があった。自分が飲んでいる

もののことについてはやはり興味をもってもらいやすいのかな？と感じた。

まずは興味を持ってもらい、自分事として考えてもらえるような保健指導をした

い。

午後からは実際に講師の訪問に同行し、住民の発言を拾いつつ、ポイントを押さ

えながら流れるように保健指導をしていく様子がとても印象的だった。次回の訪問

にもつなげていただけたので、訪問を重ねながら、住民と一緒に考えていきたい。 

市町国保 B 

2
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市町国保 C 

（保健指導同行者）

苦手意識があった薬は訪問の最後に聞いていた。私の保健指導は

理解してほしい糖毒性のことが中心になっていた。相手の知りたい

に応える保健指導をしたい。その上で、第２段階・第３段階を行っ

たり来たりしながら問題意識を持ってもらいたい。 

私の保健指導は読み取ったことの説明になっていた。全部伝える

ことはなかったが、それでも住民にはボリュームが大きかったと思

う。講師のように身体の中でどんなことが起こっているのか図式化

すると住民はイメージしやすい、記憶に残る。薬も口から入るもの。

食べた物が身体でどうなっているのか、それが健診データとどうつ

ながっているのか、目の前の住民用の資料を訪問先で描けるように

したい。

（保健指導同行者）

読み取りの部分で、自分の読み取りでは、住民への作戦として読み取りをすることが出来ておらず、知識での読み取りで終わっていることに気が付きまし

た。実際に住民と話をする場面をイメージしながら、そのまま使えるような読み取りを行って行きたい。 

重症化予防の方の訪問の入りとして、お薬手帳を見せてもらうという言葉かけから入るということを自分の重症化予防の訪問でも実践したいと思いました。

これまでの自分の訪問では「体調お変わりないですか？」など、当たり障りのない入りとなっており、訪問を受ける住民視点では、訪問目的や話を聞くメリ

ットを認識してもらえず、浅い訪問になっていたのではと考えさせられました。住民が興味を持っている内容は、住民自身が飲んでいる内服薬の作用等につ

いての情報だということも意識して、実践に取り組んで行きたい。

（保健指導同行者）

講師の糖代謝の説明（肝臓の絵を描いて、食べたものがどう代謝

されるのか）は、とてもわかりやすく頭にスッと入ってくる伝え方

であり、自分もまずはそのまま真似をして住民に伝えてみたいと思

う。 

なぜ先生はこの薬を出したのかという視点でお薬の身体での仕

組みを伝えられると、きちんと飲まないといけないこと、効果を出

すためには薬に合わせた食べ方をしないといけないことがわかる

と感じた。自分にはこの視点が欠けていたが、今からでもできるこ

となので糖尿病治療中の方にはお薬手帳を見せてもらいながら一

緒に確認していきたい。

2
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【参考】石川県保険者協議会「令和６年度データヘルス計画学習会（令和6年11月21日開催）」資料抜粋

〈参考〉石川県内における健診データ等の分析について
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資料２

第４期医療費適正化基本方針の改正に伴う

第４期石川県医療費適正化計画の変更について

令和７年２月１７日

石川県健康福祉部



１

◆県が取り組む施策（主なもの）

◆数値目標（現状）

○特定健康診査実施率 ７０％ （R4：59.6％）

○特定保健指導実施率 ４５％ （R4：27.7％）

○メタボ該当者・予備軍の減少率 ２５％ （R4：11.4％）

○後発医薬品使用割合 （新たな政府目標を踏まえ）R６年度中に改めて設定 （R5：85.1％）

○バイオ後続品使用割合 80％以上置き換わった成分数が全体の成分数の60％以上（R4：25％）

住民の健康の保持の推進 医療の効率的な提供の推進

○特定健診・特定保健指導の推進
保険者協議会と連携し、実施率向上に向けた効果的事例の収集・
情報発信や特定保健指導に携わる人材育成のための研修の実施

○予防接種
医師会、市町等と連携した普及啓発や感染症発生動向の把握など

○データヘルスの推進
保険者協議会と連携し、研修会の開催等を通じ、各医療保険者が、
保健事業をPDCAサイクルに沿って効果的に実施できるよう支援

○生活習慣病等の重症化予防の推進
「いしかわ糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の活用推進

○高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防
 国保連合会や後期高齢者医療広域連合と連携し、研修会の開催や
事例の横展開などの支援を実施

○病床機能の分化・連携
  地域医療構想調整会議を開催し、医療機関の自主的な取組と医療機

関相互の病床の機能分化・連携を推進

○後発医薬品の使用促進
「石川県後発医薬品使用推進連絡協議会」において、後発医薬品
の普及啓発、フォーミュラリ推進の取組等について協議

○医薬品の適正使用の推進
 県薬剤師会と協力し、居宅療養の患者の服薬について、正しい理
解を促す事業の実施や電子処方箋についての普及啓発を実施

○医療資源の効果的・効率的な活用
医療関係者に対し、抗菌薬の適正使用について普及啓発を実施

○医療・介護連携を通じた効果的・効率的なｻｰﾋﾞｽ提供の推進 
 在宅医療に必要な連携を担う拠点において、地域の医療・介護関

係者による会議を開催し、地域における在宅医療の連携上の課題
の抽出や対応策の検討等を実施

１ 第４期石川県医療費適正化計画



２ 国の第４期医療費適正化基本方針（令和６年11月1日改正）

2



3

３ 方針の改正による石川県の計画変更
改正について

後発医薬品使用割合（今回数値設定）

数量シェア ８０％以上（R5：85.1%）

金額シェア ６５％以上（R4：54.7%）

バイオ後続品使用割合（変更なし）

８０％以上置き換わった成分数が
全体の成分数の６０％以上（R4：25％）

R６.１０.２４開催の「令和６年度
石川県後発医薬品使用推進連
絡協議会」において、石川県の
目標も、国の基本方針に基づき
同様に見直すことを確認。



4

◆計画変更後の医療費見込（国推計ツールにより機械的に算出 ）

目標を達成した場合の医療費見込（R11）は４，７７９億円。

効果を見込まない場合と比べ、４０億円の医療費の抑制効果があると予測される。

（変更前の抑制効果は３０億円で、さらに１０億円の抑制効果が見込まれる。）

４ 計画変更による医療費適正化効果

目標を達成した場合の１人あたり保険料（R11）

後期高齢者医療制度：8,245円/月（▲66円/月）

市町村国保：7,916円/月（▲65円/月）

になると予測される。

令和11年度一人当たり保険料（円/月）

医療費適正化前 医療費適正化後 効果
計画変更前の
医療費適正化後

後期高齢者 8,311 8,245 ▲66 8,259

市町村国保 7,981 7,916 ▲65 7,929

今回の数値目標達成に向けた取組の実施状況や数値目標の達成状況は、定期的にフォロー

アップするとともに、R8年度末を目途に状況を点検し、必要に応じて目標の在り方を検討する。

1,898 1,898 2,113 2,113

2,439 2,409 
2,439 2,399

267 267 
267 267

4,604 4,574 
4,819 4,779

0

5,500

適正化前 適正化後 適正化前 適正化後

（億円）

歯科

入院外

入院

変更後40億円抑制変更前30億円抑制

変更することにより

10億円抑制効果
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１．現状と課題 

（１）医療費に関する状況 

○令和 3 年度の本県の医療費総額（国民医療費の都道府県別医療費）は 4,070 億円と

なっている。 

 

○令和 3 年度の１人あたり医療費は 361,800 円（全国 26 位）となっており、全国平

均（358,800 円）と比べると、高い状況にある。 

 

表 医療費の推移 

 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 

国民医療費（全国）   43兆3,949億円 44兆3,895億円 42兆9,665億円 45兆359億円 

 １人あたり国民医療費 343,200円 351,800円 340,600円 358,800円 

都道府県別医療費（石川県） 4,043億円 4,107億円 3,932億円 4,070億円 

 １人あたり都道府県別医療

費 

（順位） 

353,700円 

（24位） 

360,900円 

（25位） 

347,000円 

（26位） 

361,800円 

（26位） 

資料：「国民医療費（都道府県別医療費）」（厚生労働省） 

   

  

  

図 医療費の推移、1 人あたり医療費の推移 

６ 医療費適正化の推進 

資料２ 
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○令和 3 年度の本県の後期高齢者医療費は 1,675 億円となっている。 

 

○後期高齢者医療費は本県の医療費総額（4,070 億円）の 41.2%を占めており、全国

平均（37.9%）と比較して後期高齢者医療費の占める割合が高くなっている。 

 

○後期高齢者 1 人あたり医療費をみると、令和 3 年度は 971,667 円（全国 17 位）と

なっており、全国平均（940,512 円）と比べると、高い状況にある。 

 

 

表 後期高齢者医療費の推移 

 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 

後期高齢者医療費（全国）   16兆4,246憶円 17兆562億円 16兆5,681億円 17兆763億円 

 後期高齢者医療費の割合（％） 37.8％ 38.4％ 38.6％ 37.9％ 

1人あたり後期高齢者医療費 943,082円 954,369円 917,124円 940,512円 

後期高齢者医療費（石川県） 1,644億円 1,708億円 1,638億円 1,675億円 

 後期高齢者医療費の割合（％）         40.7％     41.6% 41.7％ 41.2％ 

1人あたり後期高齢者医療費 

（順位） 

986,722円 

（16位） 

999,414円 

（16位） 

952,771円 

（17位） 

971,667円 

（17位） 

資料：「後期高齢者医療事業状況報告」（厚生労働省） 

 

 図 後期高齢者医療費の推移、後期高齢者1人あたり医療費の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）県民の健康の保持に関する状況 

○特定健康診査と特定保健指導の実施率をみると、令和 2 年度は新型コロナウイルス

の影響で減少しているが、令和 3 年度は特定健康診査の実施率は 60％、特定保健

指導の実施率は 26.8％と、いずれも前年度よりも上昇し、全国平均を上回ってい

る。 
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図 特定健診・特定保健指導の状況                           （単位：％）  

  

 資料：「特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ」(厚生労働省) 

 

 

 

 

（３）医療提供体制に関する状況 

 ①病床数の状況 

○本県の病床数は減少傾向にある。南加賀、能登中部、能登北部医療圏では、概ね病

床機能の分化・連携が進んでおり、各医療圏の必要病床数と概ね同等となっている。 

 

○一方、石川中央医療圏では、高度急性期・急性期病床や慢性期病床は必要病床数と

比較すると過剰、回復期病床は必要病床数に対して不足している。 

 

図 病床機能別の病床数の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 医療費の見通し 

 

 

 

資料：病床機能報告 
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表 医療圏ごとの機能別病床数 

2014

（H26）

2018

（H30）

2022

（R4）

（参考）必要病床数

2025

（R7）

高度急性期 0 40 40 146

急性期 1,425 1,170 952 696

回復期 232 314 484 567

慢性期 921 770 545 604

計 2,578 2,294 2,021 2,013

高度急性期 2,218 2,389 2,188 940

急性期 3,853 3,013 2,992 2,659

回復期 696 1,194 1,383 2,648

慢性期 3,382 3,201 2,669 1,913

計 10,149 9,797 9,232 8,160

高度急性期 0 64 28 108

急性期 1,070 897 771 417

回復期 94 225 309 325

慢性期 603 503 334 425

計 1,767 1,689 1,442 1,275

高度急性期 0 0 0 31

急性期 530 424 404 158

回復期 0 103 103 154

慢性期 261 228 84 108

計 791 755 591 451

高度急性期 2,218 2,493 2,256 1,226

急性期 6,878 5,504 5,119 3,930

回復期 1,022 1,836 2,279 3,694

慢性期 5,167 4,702 3,632 3,050

計 15,285 14,535 13,286 11,900

一般病床 19.6 15.6 13.2 －

療養病床 204.4 219.5 223.7 －

一般病床 78.0% 79.9% 70.5% －

療養病床 91.1% 91.5% 85.8% －

平均在棟日数

病床稼働率

能登北部

県全体

南加賀

石川中央

能登中部

 

 

 

※医療需要及び必要病床数は、推計ツールで算出された数字(小数点第 1 位)を四捨五入しており、合計が一致しない。 

 

 

②後発医薬品の使用状況 

○令和 3 年度の後発医薬品の使用割合（数量ベース）（※）をみると、本県は 82.5％

であり、全国平均を上回っている。 

（※）「後発医薬品のある先発医薬品」及び「後発医薬品」を分母とした「後発医薬品」の数量シェア 
 

図 後発医薬品使用割合の状況（数量ベース、各年度末）      

 （単位：％） 

 

出典：「調剤医療費の動向」（厚生労働省） 

 

資料：病床機能報告 
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（４）医療費の見通し 

○本県における令和 11 年度の医療費の見通しについては、国が示した全国一律の推

計方法により、医療費適正化の推進に向けた取組を実施し、それらの目標を達成し

た場合には 4,574 億円となると見込まれる。 

 

○こうした取組による効果を見込まない場合に比べ、30 億円の医療費の抑制効果が

あると見込まれる。 
 

   図 医療費の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）１人あたり保険料の見込み 

○本県における令和 11 年度の１人あたり保険料の見込みについては、国が示した全

国一律の推計方法により、医療費適正化の推進に向けた取組を実施し、それらの目

標を達成した場合には、市町村国保で 7,929 円/月（※1）、後期高齢者医療制度で

8,259 円/月（※2）となると見込まれる。 

（※1）取組による効果を見込まない場合 7,982 円/月 （※2）取組による効果を見込まない場合 8,313 円/月 

  

図 １人あたり保険料の見込み 

＜計画期間医療費の見込み＞　　　

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

1人あたり保険料の
機械的な試算

（令和11年度）
（※）

全体 4,115 4,211 4,299 4,389 4,480 4,574

(4,143) (4,240) (4,328) (4,418) (4,510) (4,604)

市町村国保 780 764 762 765 773 785 7,929円

(785) (770) (768) (771) (778) (791) （7,982円）

後期高齢者医療 1,933 2,026 2,101 2,172 2,237 2,298 8,259円

(1,946) (2,040) (2,115) (2,186) (2,252) (2,313) （8,313円）

被用者保険等 1,402 1,421 1,436 1,452 1,470 1,491

(1,412) (1,430) (1,445) (1,461) (1,480) (1,500)

※制度別の医療費見込みを基に、一定の条件下で機械的に試算したもの。
  括弧内は医療費適正化の取組を行わなかった場合の見込み。
　被用者保険等については、加入者が都道府県をまたいで所在することが多いため、算出しない。
　実際の保険料は、医療費の動向や財政状況（保健事業・積立費など）などの要因に大きく影響を受けるため、
　上記の保険料見込みと大きく異なる可能性がある。

（単位：億円）

 

（第四期医療費適正化計画の作成に必要な医療費適正化計画関係推計ツール（厚生労働省）により推計） 

 

（第四期医療費適正化計画の作成に必要な医療費適正化計画関係推計ツール（厚生労働省）により推計） 
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２．医療費の適正化に向けた施策の方向性 

（１）住民の健康の保持の推進 

【特定健診・特定保健指導の推進】 

○特定健康診査・特定保健指導が適切かつ効果的に実施されるよう、保険者協議会等

と連携し、健診受診率の向上に努めるとともに、人材育成のための研修会の実施や、

効果的事例の収集・情報発信など、その支援を行う。 

 

○保健所単位での地域の疾病状況等の情報や市町が行うがん検診等各種検診と特定

健康診査等の情報を保険者と共有することで、特定健康診査等の実施率の向上を図

る。 

 

【データヘルスの推進】 

○県は保険者協議会と連携し、研修会等の開催や情報の提供、助言を行うなど、各医

療保険者がデータ分析に基づく保健事業をＰＤＣＡサイクルに沿って効果的・効率

的に実施することができるよう支援する。 

 

【たばこ対策】 

○医師会、市町等と連携し、受動喫煙防止及び禁煙の普及啓発の促進や、相談体制の

整備等の取組を行う。 

 

【予防接種】 

○接種率の向上に向けて、医師会、市町等と連携した普及啓発を行うとともに、感染

症の発生動向の把握及び情報の公開等の取組を行う。 

 

【生活習慣病等の重症化予防の推進】 

○糖尿病の未治療者や治療中断者を治療に結びつけるとともに、ハイリスク者の腎不

全、人工透析への移行を防止するため、医療保険者や医師会等と連携し、「いしか

わ糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の活用を推進するとともに、地域の実情に

応じた取組を支援する。 

 

【高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防】 

○県は、後期高齢者医療広域連合が、市町及び国保連合会等と連携して実施する「高

齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」が適切かつ効果的に実施されるよう

支援し、高齢者の健康寿命の延伸を図る。 

 

○住民主体の通いの場におけるモデル的な介護予防事業や市町介護予防担当者研修

会を実施し、住み慣れた地域で健康に生活していくための介護予防の取組を推進す

る。 
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（２）医療の効率的な提供の推進 

【病床機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシステム構築の推進】 

○医療機関の自主的な取組と医療機関相互の協議による病床の機能分化・連携を 推

進するため、構想区域（二次医療圏）ごとに地域医療構想調整会議を開催する。 

 

○病床機能の転換を検討する医療機関に対し、施設・設備整備等への支援を実施する。 

 

○紹介、逆紹介により患者の流れを円滑化するため、かかりつけ医機能を担う医療機

関と紹介受診重点医療機関を明確化する。 

 

○脳卒中、心血管疾患、糖尿病については地域連携クリティカルパスの活用や医療・

介護関係者を対象とした研修会などの開催により、専門治療を担う医療機関とかか

りつけ医の連携体制の構築を図る。 

   

○医師会等関係団体や医療従事者のグループ（研究会等）が行う研修会等により、在

宅医療の推進と医療・介護連携の推進のための、地域における中核となる人材の養

成と資質向上に努める。 

 

○有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の供給を推進するとともに、適正に

管理・運営されるよう、届出・登録された状況を把握し、必要に応じて指導等を実

施する。 

 

【後発医薬品の使用促進】 

○「石川県後発医薬品使用推進連絡協議会」において、後発医薬品等についての情報

共有、県民への普及啓発、フォーミュラリの推進に関する取組等を協議し、後発医

薬品及びバイオ後続品の使用促進のための環境整備を図る。 

   

【医薬品の適正使用の推進】 

○県薬剤師会と協力し、市町の保健指導を支援する「医薬品適正使用推進事業」を実

施し、医薬品の適正使用の推進を図る。 

 

○電子処方箋について薬局や県民への普及啓発を通じて理解を促す。 

 

【医療資源の効果的・効率的な活用】 

○抗菌薬の適正使用について、厚生労働省が提供するデータや「抗微生物適正使用の

手引き」等を活用し、医療関係者に対して普及啓発を行う。 

 

○医療資源の投入量に地域差がある医療について、医師の判断に基づき必要な場合が

あることに留意しつつ、医療関係者・保険者等との情報の共有等に努める。 
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【医療・介護連携を通じた効果的・効率的なサービス提供の推進】 

○多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図るため、在宅

医療に必要な連携を担う拠点において、地域の医療・介護関係者による会議を開催

し、地域における在宅医療の連携上の課題の抽出や対応策の検討等を実施する。 

 

○在宅医療・介護の連携強化を図るため、医師・介護支援専門員向けの研修や、市町

担当者、コーディネーターを対象とする在宅医療・介護連携推進担当者研修会を実

施する。 

 

 

数値目標 

目標 現状値（R3） 
目標値 

(R11) 

住民の健康の 

保持の推進 

特定健康診査の実施率 60％ 70％ 

特定保健指導の実施率 26.8％ 45％ 

メタボリックシンドロームの該

当者及び予備群の減少率（特定

保健指導の対象者の減少率） 

8.9％ 25％ 

医療の効率的

な提供の推進 

後発医薬品使用割合 82.5％ 
数量シェアで
80％以上、金額シ
ェアで 65％以上 

バイオ後続品の使用割合 31％ 

数量ベースで
80％以上置き換
わった成分数が
全体の成分数の
60％以上 
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令和７年１月２２日作成 

保険者協議会提示資料 

石川県後期高齢者医療広域連合 

石川県後期高齢者医療広域連合における 

震災避難者の健康診査（集団健診）について 

当広域連合として、被災者支援の一環、後期高齢者の健康保持の観点から、昨年１月の
被災および秋の豪雨による避難生活の長期化を考慮し、避難先の市町等において集
団健康診査を受けられるよう、既に実施している国保に倣い、輪島市ほか５市町の
後期高齢者を対象とした同様の取組を実施するもの。 

※ 国保同様、令和７年度以降、数年間の特例的な取り扱いを想定

１．経緯および今後の予定 
R06.10 月中旬～ 国保の避難先市町の集団健診を受けられる体制に係る情報収集 

R06.11 月上旬～ 県内の集団健診機関に対し、国保同様の対応についての打診 

R06.11 月中旬～ 担当課長会議にて、県内市町へ取組方針を説明し理解を得る。 

広域連合長から、県内市町長への依頼文書発行 

R07.3 月中   契約書の最終確認 

R07.4 月 1 日  契約代表者である輪島市と健診機関との契約締結 

（前年度中に完了できる場合は完了させる） 

２．現時点の震災避難者集団健診実施予定市町（１０市町） 
金沢市・七尾市・小松市・白山市・※能美市・野々市市・ 

津幡町・志賀町・宝達志水町・中能登町 

※この取組のため新たに受入枠増設の申し出あり
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